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�愛媛県条例第４２号
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、平成３０年１１月１日から施行する。

�愛媛県条例第４３号
愛媛県個人番号の利用に関する条例及び住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県個人番号の利用に関する条例及び住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例

（愛媛県個人番号の利用に関する条例の一部改正）

第１条 愛媛県個人番号の利用に関する条例（平成２７年愛媛県条例第４９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
条 例

○ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例…………………………………………………………………………………………………………（人事課）……１

○ 愛媛県個人番号の利用に関する条例及び住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例……………………………………………………（市町振興課）……１

○ 愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例…………………………………（ 〃 ）……４

○ 愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例及び愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に関する条例

の一部を改正する条例………………………………………………………………………………………………………………………………………（税務課）……５

○ 愛媛県核燃料税条例の一部を改正する条例………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……６

○ 愛媛県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例……………………………………………………………（ 〃 ）……６

○ 愛媛県核燃料税条例…………………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……８

○ 愛媛県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例……………………………………………………（長寿介護課）……１１

○ 愛媛県中小企業者等向け融資に関する損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部を改正する条例…………（経営支援課）……１１

○ 愛媛県建築基準法施行条例及び愛媛県手数料条例の一部を改正する条例………………………………………………………………………（建築住宅課）……１２

○ 愛媛県県立学校設置条例の一部を改正する条例……………………………………………………………………………………………………（高校教育課）……１８

○ 愛媛県議会基本条例の一部を改正する条例………………………………………………………………………………………………………………（財政課）……１８

改 正 後 改 正 前

（通勤手当）

第１０条 省略

２～４ 省略

５ この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位

となる期間として１年 を超えない範囲内で１箇月を単位として

人事委員会規則で定める期間（自転車等に係る通勤手当にあつて

は、１箇月）をいう。

６ 省略

（通勤手当）

第１０条 省略

２～４ 省略

５ この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位

となる期間として６箇月を超えない範囲内で１箇月を単位として

人事委員会規則で定める期間（自転車等に係る通勤手当にあつて

は、１箇月）をいう。

６ 省略

毎週（火・金）曜日発行 第３０２０号外１ 平成３０年１０月１９日

平成３０年１０月１９日金曜日 第３０２０号外１
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改 正 後 改 正 前

（個人番号の利用範囲）

第２条 省略

２ 私立の中学校等（中学校及び中等教育学校の前期課程をいう。

以下同じ。）の設置者は、知事による別表第１の３の項に掲げる

事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面

の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとす

る。

３ 高等学校等（県立及び私立のものを除く。）の設置者は、教育

委員会による別表第１の９の項に掲げる事務の処理に関して必要

とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個

人番号を利用した事務を行うものとする。

別表第１（第１条、第２条関係）

（個人番号の利用範囲）

第２条 省略

２ 高等学校等（県立及び私立のものを除く。）の設置者は、教育

委員会による別表第１の８の項に掲げる事務の処理に関して必要

とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個

人番号を利用した事務を行うものとする。

別表第１（第１条、第２条関係）

執行機関 事 務 執行機関 事 務

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 知事 中学校等の生徒の保護者等に対する教育に係

る経済的負担の軽減を図るための補助金の交

付に関する事務であって規則で定めるもの

４ 知事 外国人に対する生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）の規定に準じて行う保護の決定及び実

施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金

の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金

の徴収（以下「外国人生活保護の実施」とい

う。）に関する事務であって規則で定めるも

の

３ 知事 外国人に対する生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）の規定に準じて行う保護の決定及び実

施、就労自立給付金

の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金

の徴収（以下「外国人生活保護の実施」とい

う。）に関する事務であって規則で定めるも

の

５ 省略 ４ 省略

６ 省略 ５ 省略

７ 省略 ６ 省略

８ 省略 ７ 省略

９ 省略 ８ 省略

１０ 省略 ９ 省略

１１ 省略 １０ 省略

１２ 省略 １１ 省略

別表第２（第１条関係） 別表第２（第１条関係）

執行

機関
事 務 特 定 個 人 情 報

執行

機関
事 務 特 定 個 人 情 報

１

省略

１

省略

２

知

事

外国人生活保

護の実施に関

する事務であ

って規則で定

めるもの

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）に

よる救助若しくは扶助金の支給、児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号）による小

児慢性特定疾病医療費若しくは障害児入

所給付費の支給若しくは療育の給付、生

活保護法による保護の実施若しくは就労

自立給付金若しくは進学準備給付金の支

給、児童扶養手当法（昭和３６年法律第

２３８号）による児童扶養手当の支給、母

子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年

法律第１２９号）による資金の貸付け若し

２

知

事

外国人生活保

護の実施に関

する事務であ

って規則で定

めるもの

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）に

よる救助若しくは扶助金の支給、児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号）による小

児慢性特定疾病医療費若しくは障害児入

所給付費の支給若しくは療育の給付、生

活保護法による保護の実施若しくは就労

自立給付金 の支

給、児童扶養手当法（昭和３６年法律第

２３８号）による児童扶養手当の支給、母

子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年

法律第１２９号）による資金の貸付け若し

愛 媛 県 報平成３０年１０月１９日 第３０２０号外１
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（住民基本台帳法施行条例の一部改正）

第２条 住民基本台帳法施行条例（平成１４年愛媛県条例第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

くは給付金の支給、特別児童扶養手当等

の支給に関する法律（昭和３９年法律第

１３４号）による特別児童扶養手当、障害

児福祉手当若しくは特別障害者手当の支

給、労働施策の総合的な推進並びに労働

者の雇用の安定及び職業生活の充実等に

関する法律（昭和４１年法律第１３２号）に

よる職業転換給付金の支給、国民年金法

等の一部を改正する法律（昭和６０年法律

第３４号）附則第９７条第１項の福祉手当の

支給、中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第３０号）による支援給付

若しくは配偶者支援金の支給、原子爆弾

被爆者に対する援護に関する法律（平成

６年法律 第１１７号）に よ る 手 当 等 の 支

給、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号）による自立支援給付又は難

病の患者に対する医療等に関する法律

（平成２６年法律第５０号）による特定医療

費の支給に関する情報であって規則で定

めるもの

くは給付金の支給、特別児童扶養手当等

の支給に関する法律（昭和３９年法律第

１３４号）による特別児童扶養手当、障害

児福祉手当若しくは特別障害者手当の支

給、雇用対策法

（昭和４１年法律第１３２号）に

よる職業転換給付金の支給、国民年金法

等の一部を改正する法律（昭和６０年法律

第３４号）附則第９７条第１項の福祉手当の

支給、中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第３０号）による支援給付

若しくは配偶者支援金の支給、原子爆弾

被爆者に対する援護に関する法律（平成

６年法律 第１１７号）に よ る 手 当 等 の 支

給、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号）による自立支援給付又は難

病の患者に対する医療等に関する法律

（平成２６年法律第５０号）による特定医療

費の支給に関する情報であって規則で定

めるもの

３

省略

３

省略

４

知

事

法別表第２の

第２欄に掲げ

る事務（法第

１９条第７号の

規定により同

表の第４欄に

規定する生活

保護法による

保護の実施又

は就労自立給

付金若しくは

進学準備給付

金の支給に関

する情報の提

供を受ける事

務に限る。）

であって規則

で定めるもの

外国人に対する生活保護法の規定に準じ

て行う保護の実施又は就労自立給付金若

しくは進学準備給付金の支給に関する情

報であって規則で定めるもの

４

知

事

法別表第２の

第２欄に掲げ

る事務（法第

１９条第７号の

規定により同

表の第４欄に

規定する生活

保護法による

保護の実施又

は就労自立給

付金

の支給に関

する情報の提

供を受ける事

務に限る。）

であって規則

で定めるもの

外国人に対する生活保護法の規定に準じ

て行う保護の実施又は就労自立給付金

の支給に関する情

報であって規則で定めるもの

５・

６

省略

５・

６

省略

愛 媛 県 報平成３０年１０月１９日 第３０２０号外１
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第４４号
愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（平成６年愛媛県条例第２４号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係）

１～７ 省略

８ 愛媛県個人番号の利用に関する条例（平成２７年愛媛県条例第

４９号）別表第１の１の項から７の項までに掲げる事務

９ 省略

別表第２（第３条関係）

別表第１（第２条関係）

１～７ 省略

８ 愛媛県個人番号の利用に関する条例（平成２７年愛媛県条例第

４９号）別表第１の１の項から６の項までに掲げる事務

９ 省略

別表第２（第３条関係）

知事以外の

執行機関
事 務

知事以外の

執行機関
事 務

教育委員会 愛媛県個人番号の利用に関する条例別表第１の

８の項から１１の項までに掲げる事務

教育委員会 愛媛県個人番号の利用に関する条例別表第１の

７の項から１０の項までに掲げる事務

省略 省略

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この条例は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号。以下

「法」という。）第１４１条第８項、第１４２条第１１項及び第１４３条第

１５項の規定に基づき、愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙にお

ける法第１４１条第１項の自動車（以下「選挙運動用自動車」とい

う。）の使用並びに法第１４２条第１項第３号及び第４号のビラ

（ 以下「選挙運動用ビラ」とい

う。）並びに法第１４３条第１項第４号の３の個人演説会告知用ポ

スター（愛媛県知事の選挙の場合に限る。）及び同項第５号のポ

スター（以下「選挙運動用ポスター」という。）の作成の公費負

担に関し必要な事項を定めるものとする。

（選挙運動用ビラの作成の公費負担）

第６条 候補者は、第８条各号

に掲げる区分に応じ当該各号に定める

金額に選挙運動用ビラの作成枚数（当該作成枚

数が、法第１４２条第１項第３号又は第４号の選挙の区分に応じ当

該各号に定める枚数（ 選挙の一部無効による再選挙

にあっては、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第１３２条

の４第１項の表法第１４２条第１項第２号又は第３号のビラの数の

項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれ

ぞれ当該下欄に定める枚数又は同令第１３２条の５第１項の表法第

１４２条第１項第４号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙

の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数。以

下同じ。）を超える場合には、法第１４２条第１項第３号又は第４

（趣旨）

第１条 この条例は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号。以下

「法」という。）第１４１条第８項、第１４２条第１１項及び第１４３条第

１５項の規定に基づき、愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙にお

ける法第１４１条第１項の自動車（以下「選挙運動用自動車」とい

う。）の使用並びに法第１４２条第１項第３号 の ビ ラ

（愛媛県知事の選挙の場合に限る。以下「選挙運動用ビラ」とい

う。）並びに法第１４３条第１項第４号の３の個人演説会告知用ポ

スター（愛媛県知事の選挙の場合に限る。）及び同項第５号のポ

スター（以下「選挙運動用ポスター」という。）の作成の公費負

担に関し必要な事項を定めるものとする。

（選挙運動用ビラの作成の公費負担）

第６条 候補者（愛媛県知事の選挙の場合に限る。第８条において

同じ。）は、同条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定めるとこ

ろにより算定した金額に選挙運動用ビラの作成枚数（当該作成枚

数が、法第１４２条第１項第３号

に定める枚数（愛媛県知事の選挙の一部無効による再選挙

にあっては、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第１３２条

の４第１項の表法第１４２条第１項第２号又は第３号のビラの数の

項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれ

ぞれ当該下欄に定める枚数

。以

下同じ。）を超える場合には、同号
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附 則

１ この条例は、平成３１年３月１日から施行する。

２ 改正後の愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例第６条及び第８条の規定は、この条例の施行

の日以後その期日を告示される愛媛県議会議員の選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された愛媛県議

会議員の選挙については、なお従前の例による。

�愛媛県条例第４５号
愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例及び愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に関す

る条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例及び愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に

関する条例の一部を改正する条例

（愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正）

第１条 愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例（昭和６２年愛媛県条例第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正）

第２条 愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に関する条例（平成１４年愛媛県条例第４７号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

号の選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数）を乗じて得た金額

の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。こ

の場合においては、第２条ただし書の規定を準用する。

（選挙運動用ビラの作成に係る公費の支払）

第８条 県は、候補者（前条の届出をした者に限る。）が同条の契

約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支

払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビ

ラの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が、次の各号に掲げる

区分に応じ当該各号に定める 金額を超える

場合には、当該各号に定める 金額）に当該

選挙運動用ビラの作成枚数（当該候補者を通じて、法第１４２条第

１項第３号又は第４号の選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数

の範囲内のものであることにつき、県委員会の定めるところによ

り、当該候補者からの申請に基づき、県委員会が確認したものに

限る。）を乗じて得た金額を、第６条後段において準用する第２

条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作

成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする

者に対し支払う。

�・� 省略

に定める枚数）を乗じて得た金額

の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。こ

の場合においては、第２条ただし書の規定を準用する。

（選挙運動用ビラの作成に係る公費の支払）

第８条 県は、候補者（前条の届出をした者に限る。）が同条の契

約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支

払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビ

ラの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が、次の各号に掲げる

区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える

場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額）に当該

選挙運動用ビラの作成枚数（当該候補者を通じて、法第１４２条第

１項第３号 に定める枚数

の範囲内のものであることにつき、県委員会の定めるところによ

り、当該候補者からの申請に基づき、県委員会が確認したものに

限る。）を乗じて得た金額を、第６条後段において準用する第２

条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作

成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする

者に対し支払う。

�・� 省略

改 正 後 改 正 前

附 則

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ 平成１８年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に第３条に規

定する土地の取得が行われた場合における同条の規定の適用につ

いては、同条中「第１９条の２の２」とあるのは「第１９条の２の２

及び附則第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００分の０．３」

とする。

附 則

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ 平成１８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に第３条に規

定する土地の取得が行われた場合における同条の規定の適用につ

いては、同条中「第１９条の２の２」とあるのは「第１９条の２の２

及び附則第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００分の０．３」

とする。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則
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附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例附則第２項の規定及び第２条の規定に

よる改正後の愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に関する条例附則第２項の規定は、平成３０年４月１日から適用す

る。

�愛媛県条例第４６号
愛媛県核燃料税条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県核燃料税条例の一部を改正する条例

愛媛県核燃料税条例（平成２５年愛媛県条例第４３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第４７号
愛媛県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例（平成２８年愛媛県条例第１２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ 平成１８年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に第３条に規

定する土地の取得が行われた場合における同条の規定の適用につ

いては、同条中「第１９条の２の２」とあるのは「第１９条の２の２

及び附則第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００分の０．３」

とする。

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ 平成１８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に第３条に規

定する土地の取得が行われた場合における同条の規定の適用につ

いては、同条中「第１９条の２の２」とあるのは「第１９条の２の２

及び附則第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００分の０．３」

とする。

改 正 後 改 正 前

（出力割の納税義務者等）

第５条 省略

２・３ 省略

４ 原子炉等規制法第４３条の３の３４第２項の規定による認可を受け

た日（以下「認可日」という。）（第２項各号の期間の末日を除

く。）の属する一の課税期間及び当該課税期間の翌課税期間は、

第２項の規定にかかわらず、次に掲げる期間とする。

�・� 省略

５ 原子炉等規制法第４３条の３の３４第３項において準用する原子炉

等規制法第１２条の６第８項の規定による確認を受けた日（以下

「確認日」という。）（第２項各号の期間の末日を除く。）の属

する一の課税期間は、第２項の規定にかかわらず、当該確認日の

属する同項各号の期間の初日から当該確認日までとする。

（出力割の納税義務者等）

第５条 省略

２・３ 省略

４ 原子炉等規制法第４３条の３の３３第２項の規定による認可を受け

た日（以下「認可日」という。）（第２項各号の期間の末日を除

く。）の属する一の課税期間及び当該課税期間の翌課税期間は、

第２項の規定にかかわらず、次に掲げる期間とする。

�・� 省略

５ 原子炉等規制法第４３条の３の３３第３項において準用する原子炉

等規制法第１２条の６第８項の規定による確認を受けた日（以下

「確認日」という。）（第２項各号の期間の末日を除く。）の属

する一の課税期間は、第２項の規定にかかわらず、当該確認日の

属する同項各号の期間の初日から当該確認日までとする。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 地域再生法（平成１７年法律第２４号。以下「法」という。）

第７条第１項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第

５条第４項第５号イに規定する地方活力向上地域（以下「地方活

（趣旨）

第１条 地域再生法（平成１７年法律第２４号。以下「法」という。）

第７条第１項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第

５条第４項第５号 に規定する地方活力向上地域（以下「地方活
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力向上地域」という。）における県税の特別措置については、こ

の条例の定めるところによる。

（事業税の不均一課税）

第２条 法第５条第１８項（法第７条第２項において準用する場合を

含む。）の規定により県内の区域に係る法第５条第１項に規定す

る地域再生計画（同条第４項第５号に規定する地方活力向上地域

等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限

る。）が公示された日（地域再生法の一部を改正する法律（平成

２７年法律第４９号）の施行の日以後最初に公示された日に限る。以

下「公示日」という。）から平成３２年３月３１日までの間に、法第

１７条の２第３項の認定を受けた同条第４項に規定する認定事業者

（以下「認定事業者」という。）

であって、地方活力向上地域内におい

て、当該認定を受けた日から同日の翌日以後２年を経過する日

（同日までに同条第６項の規定により当該認定を取り消されたと

きは、その取り消された日の前日）までの間（以下「指定期間」

という。）に、当該認定を受けた同条第１項に規定する地方活力

向上地域等特定業務施設整備計画（同項第１号に掲げる事業に係

る部分に限る。）に従って地域再生法第１７条の６の地方公共団体

等を定める省令（平成２７年総務省令第７３号）第２条第１号に規定

する特別償却設備（以下「特別償却設備」という。）を新設し、

又は増設したものに課する事業税で、次に掲げる年又は事業年度

の所得又は収入金額のうち次項の規定により当該新設し、又は増

設した特別償却設備に係るものとして計算した額に対して課する

ものの税率は、愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第

２１号）第１８条の２、第１８条の４及び附則第１９条の規定にかかわら

ず、これらの規定に規定する税率に次の各号に掲げる年又は事業

年度の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た率とする。

�～� 省略

２・３ 省略

（不動産取得税の課税免除及び不均一課税）

第３条 公示日から平成３２年３月３１日までの間に、法第１７条の２第

３項の認定を受けた認定事業者であって、地方活力向上地域内に

おいて指定期間内に当該認定を受けた同条第１項に規定する地方

活力向上地域等特定業務施設整備計画（同項第１号に掲げる事業

に係る部分に限る。）に従って新設し、又は増設した特別償却設

備である家屋及びその敷地である土地の取得（公示日以後の取得

に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から

起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手

があった場合における当該土地の取得に限る。以下同じ。）をし

たものに対しては、当該不動産の取得に対する不動産取得税を課

税しない。

２ 公示日から平成３２年３月３１日までの間に、法第１７条の２第

３項の認定を受けた認定事業者であって、地方活力向上地域内に

おいて指定期間内に当該認定を受けた同条第１項に規定する地方

活力向上地域等特定業務施設整備計画（同項第２号に掲げる事業

に係る部分に限る。）に従って特別償却設備を新設し、又は増設

したものに課する不動産取得税で、当該新設し、又は増設した特

別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得

に対

して課するものの税率は、愛媛県県税賦課徴収条例第１９条の２の

力向上地域」という。）における県税の特別措置については、こ

の条例の定めるところによる。

（事業税の不均一課税）

第２条 法第５条第１８項（法第７条第２項において準用する場合を

含む。）の規定により県内の区域に係る法第５条第１項に規定す

る地域再生計画（同条第４項第５号に規定する地方活力向上地域

特定業務施設整備事業 に関する事項が記載されたものに限

る。）が公示された日（地域再生法の一部を改正する法律（平成

２７年法律第４９号）の施行の日以後最初に公示された日に限る。以

下「公示日」という。）から平成３０年３月３１日までの間に、法第

１７条の２第３項の認定を受けた同条第４項に規定する認定事業者

（以下「認定事業者」という。）（同条第１項第１号に掲げる事

業を実施する者に限る。）であって、地方活力向上地域内におい

て、当該認定を受けた日から同日の翌日以後２年を経過する日

（同日までに同条第６項の規定により当該認定を取り消されたと

きは、その取り消された日の前日）までの間（以下「指定期間」

という。）に、当該認定を受けた同条第１項に規定する地方活力

向上地域特定業務施設整備計画

に従って地域再生法第１７条の６の地方公共団体

等を定める省令（平成２７年総務省令第７３号）第２条第１号に規定

する特別償却設備（以下「特別償却設備」という。）を新設し、

又は増設したものに課する事業税で、次に掲げる年又は事業年度

の所得又は収入金額のうち次項の規定により当該新設し、又は増

設した特別償却設備に係るものとして計算した額に対して課する

ものの税率は、愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第

２１号）第１８条の２、第１８条の４及び附則第１９条の規定にかかわら

ず、これらの規定に規定する税率に次の各号に掲げる年又は事業

年度の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た率とする。

�～� 省略

２・３ 省略

（不動産取得税の不均一課税）

第３条 公示日から平成３０年３月３１日までの間に、法第１７条の２第

３項の認定を受けた認定事業者であって、地方活力向上地域内に

おいて指定期間内に当該認定を受けた同条第１項に規定する地方

活力向上地域特定業務施設整備計画

に従って特別償却設備を新設し、又は増設

したものに課する不動産取得税で、当該新設し、又は増設した特

別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得（公示日以

後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の

翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建

設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。）に対

して課するものの税率は、愛媛県県税賦課徴収条例第１９条の２の
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（適用期日）

２ この条例（附則第２項の改正規定（「平成３０年３月３１日」を「平成３３年３月３１日」に改める部分に限る。）に限る。）による改正後の

愛媛県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例の規定は、平成３０年４月１日から適用する。

（経過措置）

３ 改正後の愛媛県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例（以下「新条例」という。）第３条第１項の規定は、平成３０年

６月１日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例によ

る。

４ 新条例第４条の規定による申告期限が、この条例の施行の日から起算して２０日を経過する日までに到来するものにあっては、同条の規

定にかかわらず、同日を申告期限とする。

�愛媛県条例第４８号
愛媛県核燃料税条例を次のように公布する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県核燃料税条例

（課税の根拠）

第１条 県は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第４条第３項の規定に基づき、核燃料税を課する。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

� 発電用原子炉 原子力基本法（昭和３０年法律第１８６号）第３条第４号に規定する原子炉で発電の用に供するものをいう。

� 核燃料 原子力基本法第３条第２号に規定する核燃料物質（以下「核燃料物質」という。）で発電用原子炉に燃料として使用するこ

とができる形状又は組成のものをいう。

� 発電用原子炉施設 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」とい

う。）第４３条の３の５第２項第５号に規定する発電用原子炉施設をいう。

� 使用済燃料 発電用原子炉に燃料として使用した核燃料物質でその取得価額を電気事業会計規則（昭和４０年通商産業省令第５７号）第

２４条の核燃料勘定から除去したものをいう。

� 価額割 発電用原子炉に挿入された核燃料の価額によって課する核燃料税をいう。

� 出力割 発電用原子炉の熱出力によって課する核燃料税をいう。

� 核燃料物質重量割 発電用原子炉施設に貯蔵されている使用済燃料の重量によって課する核燃料税をいう。

（賦課徴収）

第３条 核燃料税の賦課徴収については、法令又はこの条例に別段の定めがあるものを除くほか、愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛

県条例第２１号。以下「県税条例」という。）の定めるところによる。

（価額割の納税義務者等）

第４条 価額割は、核燃料の発電用原子炉への挿入に対し、当該発電用原子炉の設置者に課する。

２ 前項の核燃料の発電用原子炉への挿入は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日になされたものとする。

� 発電用原子炉の設置後最初に核燃料の装荷が行われた場合 原子炉等規制法第４３条の３の１１第２項に規定する使用前事業者検査につ

いて同条第３項の規定による原子力規制委員会の確認を受けた日又は電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第４９条第１項の規定により

原子力規制委員会及び経済産業大臣が行う使用前検査に合格した日のいずれか遅い日（以下「使用前事業者検査確認日等」という。）

� 発電用原子炉について原子炉等規制法第４３条の３の１６第２項に規定する定期事業者検査の期間内に核燃料の当該発電用原子炉への装

荷が行われた場合 当該定期事業者検査が終了した日

� 前２号に掲げる場合のほか、核燃料の発電用原子炉への装荷が行われた場合 当該装荷が終了した日

２の規定にかかわらず、１００分の０．４とする。

附 則

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ この条例の施行の日から平成３３年３月３１日までの間に第３条第

２項に規定する土地の取得が行われた場合における同項の規定の

適用については、同項中「第１９条の２の２」とあるのは「第１９条

の２の２及び附則第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００

分の０．３」とする。

２の規定にかかわらず、１００分の０．４とする。

附 則

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ この条例の施行の日から平成３０年３月３１日までの間に第３条

に規定する土地の取得が行われた場合における同条の規定の

適用については、同条中「第１９条の２の２」とあるのは「第１９条

の２の２及び附則第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００

分の０．３」とする。
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（出力割の納税義務者等）

第５条 出力割は、発電用原子炉を設置して行う運転及び廃止に係る事業に対し、当該発電用原子炉の設置者に課する。

２ 出力割の課税標準の算定の基礎となる期間（以下「課税期間」という。）は、次に掲げる期間とする。

� ４月１日から６月３０日まで

� ７月１日から９月３０日まで

� １０月１日から１２月３１日まで

� １月１日から３月３１日まで

３ 発電用原子炉の設置後最初に核燃料の装荷が行われた場合における使用前事業者検査確認日等（前項各号の期間の初日を除く。）の属

する一の課税期間は、同項の規定にかかわらず、当該使用前事業者検査確認日等から当該使用前事業者検査確認日等の属する同項各号の

期間の末日までとする。

４ 原子炉等規制法第４３条の３の３４第２項の規定による認可を受けた日（以下「認可日」という。）（第２項各号の期間の末日を除く。）

の属する一の課税期間及び当該課税期間の翌課税期間は、第２項の規定にかかわらず、次に掲げる期間とする。

� 当該認可日の属する第２項各号の期間の初日から当該認可日の属する月の末日まで

� 当該認可日の属する月の翌月の初日から同日の属する第２項各号の期間の末日まで

５ 原子炉等規制法第４３条の３の３４第３項において準用する原子炉等規制法第１２条の６第８項の規定により廃止措置の結果が基準に適合し

ていることについて確認を受けた日（以下「廃止措置確認日」という。）（第２項各号の期間の末日を除く。）の属する一の課税期間は、

第２項の規定にかかわらず、当該廃止措置確認日の属する同項各号の期間の初日から当該廃止措置確認日までとする。

（核燃料物質重量割の納税義務者等）

第６条 核燃料物質重量割は、発電用原子炉施設における使用済燃料の貯蔵に対し、当該発電用原子炉施設の設置者に課する。

２ 核燃料物質重量割の賦課期日は、４月１日とする。

（課税標準）

第７条 核燃料税の課税標準は、価額割にあっては発電用原子炉に挿入された核燃料（当該核燃料の発電用原子炉への挿入に対して既に価

額割が課され、又は課されるべきであったものを除く。第１０条第１項において同じ。）の価額とし、出力割にあっては課税期間の末日

（廃止措置確認日の属する課税期間にあっては、当該廃止措置確認日の前日）現在における発電用原子炉の熱出力とし、核燃料物質重量

割にあっては発電用原子炉施設に貯蔵されている使用済燃料の重量とする。

２ 前項の価額は、電気事業会計規則第２５条及び第２６条の規定により算定した取得原価とする。

３ 第１項の熱出力は、原子炉等規制法第４３条の３の５第１項の許可（原子炉等規制法第４３条の３の８第１項本文の許可を受けた場合は、

当該許可）に係る発電用原子炉の原子炉等規制法第４３条の３の５第２項第３号の熱出力とする。

４ 課税期間が３月に満たない場合における第１項の熱出力は、当該熱出力に当該課税期間の月数を乗じて得た熱出力を３で除して得た熱

出力とする。この場合における月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とする。

５ 第１項の重量は、原子核分裂をさせる前の核燃料物質の重量とする。

（税率）

第８条 価額割の税率は、１００分の８．５とする。

２ 出力割の税率は、一の課税期間ごとに、１，０００キロワットにつき４４，０００円（認可日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間にあっ

ては、２２，０００円）とする。

３ 核燃料物質重量割の税率は、１キログラムにつき５００円とする。

（徴収の方法）

第９条 核燃料税の徴収については、申告納付の方法による。

（申告納付の手続等）

第１０条 価額割の納税義務者は、核燃料を発電用原子炉に挿入した日から起算して２月（第４条第２項第１号に掲げる場合にあっては、３

月）を経過する日の属する月の末日（第７条第２項の取得原価が確定しないことその他やむを得ない理由により同日までに申告納付する

ことができないと認められるときは、知事が指定した日）までに、規則で定めるところにより、当該核燃料の挿入に対して課する価額割

の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

２ 出力割の納税義務者は、課税期間の末日の翌日から起算して２月を経過する日までに、規則で定めるところにより、当該課税期間にお

ける出力割の課税標準たる熱出力及び税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付しな

ければならない。

３ 核燃料物質重量割の納税義務者は、毎年５月３１日までに、規則で定めるところにより、賦課期日における核燃料物質重量割の課税標

準たる重量及び税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

（期限後申告等）

第１１条 前条の規定により申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、法第２７６条第４項の規定による核燃料税の決定

の通知があるまでは、前条の規定により申告納付することができる。

２ 前条又は前項の規定により申告書を提出した者は、当該申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額若しくは課税標準たる

熱出力若しくは重量又は税額を修正しなければならない場合においては、規則で定めるところにより、遅滞なく、修正申告書を提出する
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とともに、その修正により増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

（更正及び決定に関する通知）

第１２条 法第２７６条第４項の規定による核燃料税の更正又は決定の通知、法第２７８条第６項の規定による核燃料税の過少申告加算金額又は不

申告加算金額の決定の通知及び法第２７９条第５項の規定による核燃料税の重加算金額の決定の通知は、規則で定める通知書により行うも

のとする。

（不足税額等の納付手続）

第１３条 核燃料税の納税義務者は、前条の通知書により通知を受けた場合には、当該通知書に係る不足税額（更正により増加した税額又は

決定による税額をいう。）及び過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額を当該通知書に記載された納期限までに納付しなけれ

ばならない。

（納税地等）

「固定資産税
第１４条 核燃料税の賦課徴収に関する県税条例の適用については、県税条例第３条第１号中「固定資産税」とあるのは

核燃料税 」
と、

「� 固定資産税 償却資産の所在地

県税条例第４条第１項中「� 固定資産税 償却資産の所在地」とあるのは �の２ 核燃料税 価額割及び出力割にあつては、発電用

核燃料物質重量割にあつては、発電用

原子炉の所在地 と、県税条例第８条第１項中「この条例」とあるのは「この条例若しくは愛媛県核燃料税条例（平成３０年愛媛県条

原子炉施設の所在地」

例第４８号）」とする。

（規則への委任）

第１５条 この条例に定めるもののほか、核燃料税の賦課徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、法第２５９条第１項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して４月を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。

（経過措置）

２ この条例の規定中価額割に関する部分は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に発電用原子炉に挿入された核燃料の施

行日以後における発電用原子炉への挿入については、適用しない。

３ この条例の施行の際現に発電用原子炉を設置して運転及び廃止に係る事業を行っている場合における施行日（第５条第２項各号、第４

項各号及び第５項の期間の初日を除く。）の属する一の課税期間は、同条第２項、第４項及び第５項の規定にかかわらず、当該施行日か

ら当該施行日の属する同条第２項各号、第４項各号又は第５項の期間の末日までとする。

４ 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成２９

年法律第１５号。以下「改正法」という。）の施行の日の前日までの間における次の表の左欄に掲げるこの条例の規定の適用については、

これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第４条第２項

第１号

第４３条の３の１１第２項に規定する使用前事業者検査に

ついて同条第３項の規定による原子力規制委員会の確

認を受けた日

第４３条の３の１１第１項の規定により原子力規制委員会が行う

使用前検査に合格した日

使用前事業者検査確認日等 使用前検査合格日

第４条第２項

第２号

第４３条の３の１６第２項に規定する定期事業者検査 第４３条の３の１５の規定により原子力規制委員会が行う施設定

期検査

当該定期事業者検査 当該施設定期検査

第５条第３項 使用前事業者検査確認日等 使用前検査合格日

５ 改正法の施行の際現に工事に着手されている発電用原子炉の設置後最初に核燃料の装荷が行われた場合における次の表の左欄に掲げる

この条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第４条第２項

第１号

原子炉等規制法第４３条の３の１１第２項に規定する使用

前事業者検査について同条第３項の規定による原子力

規制委員会の確認を受けた日

原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核

燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する

法律（平成２９年法律第１５号）附則第７条第１項の規定により

なお従前の例によることとされる場合における同法第３条の

規定による改正前の原子炉等規制法第４３条の３の１１第１項の

規定により原子力規制委員会が行う使用前検査に合格した日
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使用前事業者検査確認日等 使用前検査合格日

第５条第３項 使用前事業者検査確認日等 使用前検査合格日

（有効期間等）

６ この条例は、施行日から起算して５年間（以下「有効期間」という。）その効力を有する。

７ この条例は、有効期間中における核燃料の発電用原子炉への挿入、発電用原子炉を設置して行う運転及び廃止に係る事業並びに発電用

原子炉施設における使用済燃料の貯蔵に対して課した、又は課すべきであった核燃料税については、前項の規定にかかわらず、有効期間

経過後においても、なおその効力を有する。

８ 第５条第２項各号、第３項、第４項各号又は第５項の期間の中途において有効期間が満了する場合は、同条第２項から第５項までの規

定にかかわらず、これらの期間の初日から当該有効期間の満了の日までを一の課税期間とする。

９ 有効期間の満了の日（月の末日を除く。以下「満了日」という。）と廃止措置確認日とが同じ月に属する場合で廃止措置確認日が満了

日までに到来するとき及び前項の場合における第７条第４項後段の規定の適用については、同項後段中「１月とする」とあるのは、「切

り捨てる」とする。

�愛媛県条例第４９号
愛媛県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

愛媛県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛県条例第６０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第５０号
愛媛県中小企業者等向け融資に関する損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部を改正する条例を次のように

改 正 後 改 正 前

（職員の配置の基準）

第１３条 省略

２・３ 省略

４ 第１項第２号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホー

ム（当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以

外の養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若

しくは診療所であって、当該施設に対する支援機能を有するもの

（以下「本体施設」という。）との密接な連携を確保しつつ、本

体施設とは別の場所で運営される入所定員が２９人以下の養護老人

ホームをいう。以下同じ。）には、本体施設の医師により当該サ

テライト型養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に行われる

と認められるときは、同号の医師を置かないことができる。

５ 第１項第３号、第６号及び第７号の規定にかかわらず、サテラ

イト型養護老人ホームには、次の各号に掲げる本体施設の区分に

応じ当該各号に定める本体施設の職員により当該サテライト型養

護老人ホームの入所者の処遇が適切に行われると認められるとき

は、当該職員に相当する同項第３号、第６号又は第７号の職員を

置かないことができる。

� 養護老人ホーム 栄養士又は調理員、事務員その他の職員

�の２ 省略

�の３ 省略

�・� 省略

６ 省略

（職員の配置の基準）

第１３条 省略

２・３ 省略

４ 第１項第２号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホー

ム（当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以

外の養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若

しくは診療所であって、当該施設に対する支援機能を有するもの

（以下「本体施設」という。）との密接な連携を確保しつつ、本

体施設とは別の場所で運営される入所定員が２９人以下の養護老人

ホームをいう。以下同じ。）には、本体施設の医師により当該サ

テライト型養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に行われる

と認められるときは、同号の医師を置かないことができる。

５ 第１項第３号、第６号及び第７号の規定にかかわらず、サテラ

イト型養護老人ホームには、次の各号に掲げる本体施設の区分に

応じ当該各号に定める本体施設の職員により当該サテライト型養

護老人ホームの入所者の処遇が適切に行われると認められるとき

は、当該職員に相当する同項第３号、第６号又は第７号の職員を

置かないことができる。

� 省略

�の２ 省略

�・� 省略

６ 省略
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公布する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県中小企業者等向け融資に関する損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県中小企業者等向け融資に関する損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例（平成３０年愛媛県条例第２０号）の一

部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日又は産業競争力強化法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第２６号）附則第１条第２号の政令で定める日のいず

れか遅い日から施行する。

�愛媛県条例第５１号
愛媛県建築基準法施行条例及び愛媛県手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県建築基準法施行条例及び愛媛県手数料条例の一部を改正する条例

（愛媛県建築基準法施行条例の一部改正）

第１条 愛媛県建築基準法施行条例（昭和３５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（回収納付金を受け取る権利の放棄）

第３条 知事は、保証協会から損失補償契約の対象となる保証債務

に係る求償権の放棄等をしようとする旨の申出を受けた場合にお

いて、当該申出が次の各号に掲げる計画のいずれかに基づくもの

であり、かつ、当該求償権の放棄等が中小企業の振興に資すると

認めるときは、当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利の全

部又は一部を放棄することができる。

�～� 省略

� 産業競争力強化法第１３５条第１項の中小企業再生支援協議会

の同条第５項の規定による決定又は助言に従い同法第１３４条第

２項に規定する認定支援機関が行う同項第１号の指導又は助言

に基づき策定された事業の再生に関する計画

� 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第

１４０条第１号の出資を行った投資事業有限責任組合の支援又は

同条第２号の規定により同機構が行う同法第１３４条第２項第１

号の指導若しくは助言に基づき策定された事業の再生に関する

計画

� 省略

（回収納付金を受け取る権利の放棄）

第３条 知事は、保証協会から損失補償契約の対象となる保証債務

に係る求償権の放棄等をしようとする旨の申出を受けた場合にお

いて、当該申出が次の各号に掲げる計画のいずれかに基づくもの

であり、かつ、当該求償権の放棄等が中小企業の振興に資すると

認めるときは、当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利の全

部又は一部を放棄することができる。

�～� 省略

� 産業競争力強化法第１２８条第１項の中小企業再生支援協議会

の同条第５項の規定による決定又は助言に従い同法第１２７条第

２項に規定する認定支援機関が行う同項第１号の指導又は助言

に基づき策定された事業の再生に関する計画

� 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第

１３３条第１号の出資を行った投資事業有限責任組合の支援又は

同条第２号の規定により同機構が行う同法第１２７条第２項第１

号の指導若しくは助言に基づき策定された事業の再生に関する

計画

� 省略

改 正 後 改 正 前

（目的）

第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下

「法」という。）第３９条の規定による災害危険区域の指定及びそ

の区域内における建築物の建築に関する制限、法第４０条（法第８８

条第１項の規定において準用する場合を含む。）及び第４３条第３

項の規定による建築物又は工作物の敷地、構造及び建築設備に関

する制限並びに建築物又はその敷地と道路との関係についての制

限の付加並びに法第５６条の２第１項の規定による日影による中高

層の建築物の高さの制限に係る対象区域等の指定に関し必要な事

項を定めることを目的とする。

（目的）

第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下

「法」という。）第３９条の規定による災害危険区域の指定及びそ

の区域内における建築物の建築に関する制限、法第４０条（法第８８

条第１項の規定において準用する場合を含む。）及び第４３条第２

項の規定による建築物又は工作物の敷地、構造及び建築設備に関

する制限並びに建築物又はその敷地と道路との関係についての制

限の付加並びに法第５６条の２第１項の規定による日影による中高

層の建築物の高さの制限に係る対象区域等の指定に関し必要な事

項を定めることを目的とする。
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（愛媛県手数料条例の一部改正）

第２条 愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条－第４条、第７条関係）

１～４ 省略

５ 土木関係事務手数料

別表（第２条－第４条、第７条関係）

１～４ 省略

５ 土木関係事務手数料

事 務 名称 金 額 事 務 名称 金 額

１～８の２ 省略 １～８の２ 省略

９ 建築基準法第６条第

１項の規定による建築

物の建築等の確認の申

請に係る計画に同法第

８７条の４の昇降機に係

る部分が含まれる場合

における同項

の規定に基づく確

認の申請の当該部分に

対する審査、同条

において準用す

る同項 の

規定に基づく建築設備

の確認の申請に対する

審査又は同法第８８条第

１項若しくは第２項に

おいて準用する同法第

６条第１項の規定に基

づく工作物の確認の申

請に対する審査

省略 ９ 建築基準法第６条第

１項の規定による建築

物の建築等の確認の申

請に係る計画に同法第

８７条の２の昇降機に係

る部分が含まれる場合

における同法第６条第

１項の規定に基づく確

認の申請の当該部分に

対する審査、同法第８７

条の２において準用す

る同法第６条第１項の

規定に基づく建築設備

の確認の申請に対する

審査又は同法第８８条第

１項若しくは第２項に

おいて準用する同法第

６条第１項の規定に基

づく工作物の確認の申

請に対する審査

省略

１０ 省略 １０ 省略

１１ 建築基準法第７条第

１項の規定による建築

物の完了の検査の申請

に係る建築物に同法第

８７条の４の昇降機に係

る部分が含まれる場合

における同項

の規定に基づく完

了の検査の申請の当該

部分に対する審査、同

条 において

準用する同項

の規定に基づく建

築設備の完了の検査の

申請に対する審査又は

同法第８８条第１項若し

くは第２項において準

用する同法第７条第１

項の規定に基づく工作

物の完了の検査の申請

に対する審査

１１ 建築基準法第７条第

１項の規定による建築

物の完了の検査の申請

に係る建築物に同法第

８７条の２の昇降機に係

る部分が含まれる場合

における同法第７条第

１項の規定に基づく完

了の検査の申請の当該

部分に対する審査、同

法第８７条の２において

準用する同法第７条第

１項の規定に基づく建

築設備の完了の検査の

申請に対する審査又は

同法第８８条第１項若し

くは第２項において準

用する同法第７条第１

項の規定に基づく工作

物の完了の検査の申請

に対する審査
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１２ 省略 １２ 省略

１３ 建築基準法第７条第

１項の規定による建築

物の完了の検査の当該

申請に係る建築物（同

法第７条の３第１項の

特定工程に係る建築物

に限る。）に同法第８７

条の４の昇降機に係る

部分が含まれる場合に

おける同法第７条第１

項の規定に基づく完了

の検査の申請の当該部

分に対する審査

省略 １３ 建築基準法第７条第

１項の規定による建築

物の完了の検査の当該

申請に係る建築物（同

法第７条の３第１項の

特定工程に係る建築物

に限る。）に同法第８７

条の２の昇降機に係る

部分が含まれる場合に

おける同法第７条第１

項の規定に基づく完了

の検査の申請の当該部

分に対する審査

省略

１４ 省略 １４ 省略

１５ 建築基準法第７条の

３第１項の規定による

建築物の中間の検査の

申請に係る建築物に同

法第８７条の４の昇降機

に係る部分が含まれる

場合における同項

の規定に

基づく中間の検査の申

請の当該部分に対する

審査、同条

において準用する同項

の規

定に基づく建築設備の

中間の検査の申請に対

する審査又は同法第８８

条第１項において準用

する同法第７条の３第

１項の規定に基づく工

作物の中間の検査の申

請に対する審査

省略 １５ 建築基準法第７条の

３第１項の規定による

建築物の中間の検査の

申請に係る建築物に同

法第８７条の２の昇降機

に係る部分が含まれる

場合における同法第７

条の３第１項の規定に

基づく中間の検査の申

請の当該部分に対する

審査、同法第８７条の２

において準用する同法

第７条の３第１項の規

定に基づく建築設備の

中間の検査の申請に対

する審査又は同法第８８

条第１項において準用

する同法第７条の３第

１項の規定に基づく工

作物の中間の検査の申

請に対する審査

省略

１６ 建築基準法第７条の

６第１項第１号又は第

２号（同法第８７条の４

又は第８８条第１項若し

くは第２項において準

用する場合を含む。）

の規定に基づく仮使用

の認定の申請に対する

審査

省略 １６ 建築基準法第７条の

６第１項第１号又は第

２号（同法第８７条の２

又は第８８条第１項若し

くは第２項において準

用する場合を含む。）

の規定に基づく仮使用

の認定の申請に対する

審査

省略

１６の２ 建築基準法第４３

条第２項第１号の規定

に基づく建築の認定の

申請に対する審査

建築物

の敷地

と道路

との関

係の建

築認定

申請手

数料

３１，０００円
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１７ 建築基準法第４３条第

２項第２号 の規定に

基づく建築の許可の申

請に対する審査

省略 １７ 建築基準法第４３条第

１項ただし書の規定に

基づく建築の許可の申

請に対する審査

省略

１８～２４の２ 省略 １８～２４の２ 省略

２５ 建築基準法第５３条第

６項第３号の規定に基

づく建築物の建蔽率に

関する制限の適用除外

に係る許可の申請に対

する審査

省略 ２５ 建築基準法第５３条第

５項第３号の規定に基

づく建築物の建蔽率に

関する制限の適用除外

に係る許可の申請に対

する審査

省略

２６～３３の２ 省略 ２６～３３の２ 省略

３３の３ 建築基準法第６７

条第３項第２号 の

規定に基づく建築物の

敷地面積又は同条第５

項第２号の規定に基づ

く建築物の壁面の位置

に関する特例の許可の

申請に対する審査

省略 ３３の３ 建築基準法第６７

条の３第３項第２号の

規定に基づく建築物の

敷地面積又は同条第５

項第２号の規定に基づ

く建築物の壁面の位置

に関する特例の許可の

申請に対する審査

省略

３３の４ 建築基準法第６７

条第９項第２号 の

規定に基づく建築物の

間口率、高さ又は構造

に関する制限の適用除

外に係る許可の申請に

対する審査

省略 ３３の４ 建築基準法第６７

条の３第９項第２号の

規定に基づく建築物の

間口率、高さ又は構造

に関する制限の適用除

外に係る許可の申請に

対する審査

省略

３３の５～４０ 省略 ３３の５～４０ 省略

４１ 建築基準法第８５条第

５項の規定に基づく仮

設興行場等の建築の許

可の申請に対する審査

仮設興

行場等

建築許

可申請

手数料

省略 ４１ 建築基準法第８５条第

５項の規定に基づく仮

設建築物 の建築の許

可の申請に対する審査

仮設建

築物建

築許可

申請手

数料

省略

４１の２ 建築基準法第８５

条第６項の規定に基づ

く特別の必要がある仮

設興行場等の建築の許

可の申請に対する審査

特別仮

設興行

場等建

築許可

申請手

数料

１８１，０００円

４２～１０１の４ 省略 ４２～１０１の４ 省略

１０１の５ 長期優良住宅

の普及の促進に関する

法律（平成２０年法律第

８７号）第５条第１項か

ら第３項までの規定に

基づく長期優良住宅建

築等計画の認定の申請

に対する審査

長期優

良住宅

建築等

計画認

定申請

手数料

次に掲げる当該申請を行う

者の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額（当該金額

に１００円未満の端数がある

ときは、これを四捨五入す

る。）

�・� 省略

� 長期優良住宅建築等計

画が建築基準法第６条第

１項に規定する建築基準

関係規定に適合するかど

１０１の５ 長期優良住宅

の普及の促進に関する

法律（平成２０年法律第

８７号）第５条第１項か

ら第３項までの規定に

基づく長期優良住宅建

築等計画の認定の申請

に対する審査

長期優

良住宅

建築等

計画認

定申請

手数料

次に掲げる当該申請を行う

者の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額（当該金額

に１００円未満の端数がある

ときは、これを四捨五入す

る。）

�・� 省略

� 長期優良住宅建築等計

画が建築基準法第６条第

１項に規定する建築基準

関係規定に適合するかど
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うかの審査を申し出る者

次に掲げる額（ウに掲

げる額にあっては、当該

審査に同法第８７条の４の

昇降機に係る部分が含ま

れる場合に限る。）を合

算した金額

ア～ウ 省略

うかの審査を申し出る者

次に掲げる額（ウに掲

げる額にあっては、当該

審査に同法第８７条の２の

昇降機に係る部分が含ま

れる場合に限る。）を合

算した金額

ア～ウ 省略

１０１の６ 長期優良住宅

の普及の促進に関する

法律第８条第１項の規

定に基づく長期優良住

宅建築等計画の変更の

認定の申請（同法第９

条第１項の規定による

譲受人を決定した場合

に係るものを除く。）

に対する審査

長期優

良住宅

建築等

計画変

更認定

申請手

数料

次に掲げる当該申請を行う

者の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額（当該金額

に１００円未満の端数がある

ときは、これを四捨五入す

る。）

� 省略

� 長期優良住宅建築等計

画が建築基準法第６条第

１項に規定する建築基準

関係規定に適合するかど

うかの審査を申し出る者

次に掲げる額（ウに掲

げる額にあっては、当該

審査に同法第８７条の４の

昇降機に係る部分が含ま

れる場合に限る。）を合

算した金額

ア～ウ 省略

１０１の６ 長期優良住宅

の普及の促進に関する

法律第８条第１項の規

定に基づく長期優良住

宅建築等計画の変更の

認定の申請（同法第９

条第１項の規定による

譲受人を決定した場合

に係るものを除く。）

に対する審査

長期優

良住宅

建築等

計画変

更認定

申請手

数料

次に掲げる当該申請を行う

者の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額（当該金額

に１００円未満の端数がある

ときは、これを四捨五入す

る。）

� 省略

� 長期優良住宅建築等計

画が建築基準法第６条第

１項に規定する建築基準

関係規定に適合するかど

うかの審査を申し出る者

次に掲げる額（ウに掲

げる額にあっては、当該

審査に同法第８７条の２の

昇降機に係る部分が含ま

れる場合に限る。）を合

算した金額

ア～ウ 省略

１０１の７ 都市の低炭素

化の促進に関する法律

（平成２４年法律第８４

号）第５３条第１項の規

定に基づく低炭素建築

物新築等計画の認定の

申請に対する審査

低炭素

建築物

新築等

計画認

定申請

手数料

次に掲げる当該申請を行う

者の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� 省略

� 低炭素建築物新築等計

画が建築基準法第６条第

１項に規定する建築基準

関係規定に適合するかど

うかの審査を申し出る者

次に掲げる額（ウに掲

げる額にあっては、当該

審査に同法第８７条の４の

昇降機に係る部分が含ま

れる場合に限る。）を合

算した金額

ア～ウ 省略

１０１の７ 都市の低炭素

化の促進に関する法律

（平成２４年法律第８４

号）第５３条第１項の規

定に基づく低炭素建築

物新築等計画の認定の

申請に対する審査

低炭素

建築物

新築等

計画認

定申請

手数料

次に掲げる当該申請を行う

者の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� 省略

� 低炭素建築物新築等計

画が建築基準法第６条第

１項に規定する建築基準

関係規定に適合するかど

うかの審査を申し出る者

次に掲げる額（ウに掲

げる額にあっては、当該

審査に同法第８７条の２の

昇降機に係る部分が含ま

れる場合に限る。）を合

算した金額

ア～ウ 省略

１０１の８ 都市の低炭素

化の促進に関する法律

第５５条第１項の規定に

基づく低炭素建築物新

築等計画の変更の認定

の申請に対する審査

低炭素

建築物

新築等

計画変

更認定

申請手

数料

次に掲げる当該申請を行う

者の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額（当該金額

に１００円未満の端数がある

ときは、これを四捨五入す

る。）

� 省略

� 変更に係る低炭素建築

物新築等計画が建築基準

１０１の８ 都市の低炭素

化の促進に関する法律

第５５条第１項の規定に

基づく低炭素建築物新

築等計画の変更の認定

の申請に対する審査

低炭素

建築物

新築等

計画変

更認定

申請手

数料

次に掲げる当該申請を行う

者の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額（当該金額

に１００円未満の端数がある

ときは、これを四捨五入す

る。）

� 省略

� 変更に係る低炭素建築

物新築等計画が建築基準
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附 則

法第６条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適

合するかどうかの審査を

申し出る者 次に掲げる

額（ウに掲げる額にあっ

ては、当該審査に同法第

８７条の４の昇降機に係る

部分が含まれる場合に限

る。）を合算した金額

ア～ウ 省略

法第６条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適

合するかどうかの審査を

申し出る者 次に掲げる

額（ウに掲げる額にあっ

ては、当該審査に同法第

８７条の２の昇降機に係る

部分が含まれる場合に限

る。）を合算した金額

ア～ウ 省略

１０１の９～１０１の１１ 省略 １０１の９～１０１の１１ 省略

１０１の１２ 建築物のエネ

ルギー消費性能の向上

に関する法律第２９条第

１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性

能向上計画の認定の申

請に対する審査

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画認定

申請手

数料

次に掲げる当該申請を行う

者の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� 省略

� 建築物エネルギー消費

性能向上計画が建築基準

法第６条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適

合するかどうかの審査を

申し出る者 次に掲げる

額（ウに掲げる額にあっ

ては、当該審査に同法第

８７条の４の昇降機に係る

部分が含まれる場合に限

る。）を合算した金額

ア～ウ 省略

１０１の１２ 建築物のエネ

ルギー消費性能の向上

に関する法律第２９条第

１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性

能向上計画の認定の申

請に対する審査

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画認定

申請手

数料

次に掲げる当該申請を行う

者の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� 省略

� 建築物エネルギー消費

性能向上計画が建築基準

法第６条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適

合するかどうかの審査を

申し出る者 次に掲げる

額（ウに掲げる額にあっ

ては、当該審査に同法第

８７条の２の昇降機に係る

部分が含まれる場合に限

る。）を合算した金額

ア～ウ 省略

１０１の１３ 建築物のエネ

ルギー消費性能の向上

に関する法律第３１条第

１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性

能向上計画の変更の認

定の申請に対する審査

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画変更

認定申

請手数

料

次に掲げる当該申請を行う

者の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額（当該金額

に１００円未満の端数がある

ときは、これを四捨五入す

る。）

� 省略

� 変更に係る建築物エネ

ルギー消費性能向上計画

が建築基準法第６条第１

項に規定する建築基準関

係規定に適合するかどう

かの審査を申し出る者

次に掲げる額（ウに掲げ

る額にあっては、当該審

査に同法第８７条の４の昇

降機に係る部分が含まれ

る場合に限る。）を合算

した金額

ア～ウ 省略

１０１の１３ 建築物のエネ

ルギー消費性能の向上

に関する法律第３１条第

１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性

能向上計画の変更の認

定の申請に対する審査

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画変更

認定申

請手数

料

次に掲げる当該申請を行う

者の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額（当該金額

に１００円未満の端数がある

ときは、これを四捨五入す

る。）

� 省略

� 変更に係る建築物エネ

ルギー消費性能向上計画

が建築基準法第６条第１

項に規定する建築基準関

係規定に適合するかどう

かの審査を申し出る者

次に掲げる額（ウに掲げ

る額にあっては、当該審

査に同法第８７条の２の昇

降機に係る部分が含まれ

る場合に限る。）を合算

した金額

ア～ウ 省略

１０１の１４・１０２ 省略 １０１の１４・１０２ 省略

備考 省略 備考 省略

６ 省略 ６ 省略
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この条例は、建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）の施行の日から施行する。ただし、第１条の規定並びに第２条中

愛媛県手数料条例別表５の表１６の項の次に次のように加える改正規定、同表１７の項及び４１の項の改正規定並びに同項の次に次のように加え

る改正規定は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第５２号
愛媛県県立学校設置条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県立学校設置条例の一部を改正する条例

愛媛県県立学校設置条例（昭和３９年愛媛県条例第１２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第５３号
愛媛県議会基本条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成３０年１０月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県議会基本条例の一部を改正する条例

愛媛県議会基本条例（平成２３年愛媛県条例第３４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表１（第２条、附則第２項関係） 別表１（第２条、附則第２項関係）

学 校 名 位 置 学 校 名 位 置

省略

省略

省略

伯方高等学校

省略

今治市

改 正 後 改 正 前

目次

前文

第１章・第２章 省略

第３章 議会運営（第７条－第１０条）

第４章 県民との関係（第１１条－第１５条）

第５章 知事等との関係（第１６条－第２１条）

第６章 議会改革（第２２条・第２３条）

第７章 議員の政治倫理（第２４条・第２５条）

第８章 議会事務局等（第２６条・第２７条）

第９章 補則（第２８条・第２９条）

附則

第９条 省略

（大規模災害その他の緊急事態への対応）

第１０条 議会は、大規模災害その他の緊急事態の発生に際し、迅速

かつ的確に状況の把握その他の調査活動を行うとともに、議会の

役割を踏まえた必要な対応に努めるものとする。

２ 議会は、前項の対応を行うための体制の充実強化その他の措置

を講ずるよう努めるものとする。

第１１条 省略

目次

前文

第１章・第２章 省略

第３章 議会運営（第７条－第９条）

第４章 県民との関係（第１０条－第１４条）

第５章 知事等との関係（第１５条－第１９条）

第６章 議会改革（第２０条・第２１条）

第７章 議員の政治倫理（第２２条・第２３条）

第８章 議会事務局等（第２４条・第２５条）

第９章 補則（第２６条・第２７条）

附則

第９条 省略

第１０条 省略
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。

第１２条 省略

第１３条 省略

第１４条 省略

第１５条 省略

第１６条 省略

第１７条 省略

第１８条 省略

第１９条 省略

第２０条 省略

（大規模災害その他の緊急事態における情報提供等）

第２１条 議会は、大規模災害その他の緊急事態の発生に際し、必要

に応じ、知事等に対する情報提供、提言等を行うものとする。

第２２条 省略

第２３条 省略

第２４条 省略

第２５条 省略

第２６条 省略

第２７条 省略

第２８条 省略

第２９条 省略

第１１条 省略

第１２条 省略

第１３条 省略

第１４条 省略

第１５条 省略

第１６条 省略

第１７条 省略

第１８条 省略

第１９条 省略

第２０条 省略

第２１条 省略

第２２条 省略

第２３条 省略

第２４条 省略

第２５条 省略

第２６条 省略

第２７条 省略
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